
緊急アンケートご協力のお願い

那須塩原市議会議員

　　　　　　　　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　那須野が原の環境を考える会

　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　伊藤　篤

　私たちが生活し、子どもを育てている那須塩原市内には、既に 120ヶ所程度の埋立を終了

した産廃処分場があります。これに稼働中と計画中のものを加えると 180ヶ所程度の産廃

処理施設が集中しております。多くが市民の出したゴミではなく、他地域から搬入されるゴ

ミであり、水の汚染、大気の汚染、交通の安全確保など、住民の生命、健康、安全で安心できる

快適な生活、農業や畜産業、観光業に重大な被害を及ぼす可能性が高く、今後長きに亘り、負

の遺産として私たちの生活を脅かしていくと懸念されます。

これに対し、市長をはじめ、市議会、市民が一丸となって取り組み始めたことは、遅かった

とはいえ、いよいよ市民の怒りが認知されたものと受け止められます。

さて、更なる産廃計画が続出する中、私たち「那須野が原の環境を考える会」では、この市

民と議会が一丸になって取り組んでいるということを内外にアピールする必要があるので

はないかと考え、緊急にアンケートを実施する運びとなりました。

このアンケート結果は広くマスメディアに公表するほか、インターネット等におきまし

ても公表する予定です。また、市内各地の産廃施設反対運動にアンケート結果を伝え、各地

の自治会等がどの議員に協力を求めるかの具体の指標を提供するものです。

アンケートは全議員へ送りますので、9月 30日までにご回答をお願いいたします。



ご署名

【A青木地区について】

青木地区における柳産業の産廃最終処分場についてお伺いいたします。

Ａ－１　柳産業の産廃最終処分場計画について断固反対である。

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ａ－２　柳産業の産廃最終処分場が規模を縮小する予定であることはご存知ですか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ａ－３　規模縮小ならば計画に賛成しますか？

　　　　１．賛成　　　２．反対　　３．どちらともいえない

　　（理由またこれに関するご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ａ－４　青木地区の産廃問題に関して議員のお立場で取り組んでいることや、これから取

り組んでいく予定があればお聞かせください。

　　（ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【B．赤田工業団地】

赤田工業団地における東武商事の産廃中間処理場計画についてお伺いいたします。

B－１　東武商事の産廃中間処理場計画について断固反対である。

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

B－２　東武商事の産廃中間処理場計画が 1期工事の協定締結直後の 2期拡大計画である

ことはご存知ですか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



B－３　東武商事の取得した第 2期計画用地の農地転用許可に関して、許可の条件が資材置

場であったことはご存知ですか？　これに関して虚偽の申請ではなかったかどうかを農業

委員会は調査する必要があると考えますか？

　　　　１．ある　　　２．ない　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

B－４　用地売買に関して国土利用法に基づく届出が出されておらず、法律に違反していま

す。この国土利用法の届出の事務に関しては平成 19年 4月 1日より権限が県から市長へ委

譲されていますが、市はこの件に関して調査する必要があると考えますか？

　　　　１．ある　　　２．ない　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

B－5　赤田工業団地の産廃中間処理場計画に関して議員のお立場で取り組んでいることや、

これから取り組んでいく予定があればお聞かせください。

　　（ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【C．戸田地区】

戸田地区における明治実業の産廃中間処理場計画についてお伺いいたします。

C－１　明治実業の産廃中間処理場計画について断固反対である。

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

C－２　戸田地区の産廃中間処理場計画は戸田調整池から 200ｍに位置し、市民の飲料水や

農業用水が汚染された場合、甚大な被害が及びます。このような立地条件でも、許認可の基

準に何ら配慮される条項がありません。市としてはこうした条件で許可されないための対

応策を講じるべきとお考えですか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由また具体的な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

C－３　戸田地区の産廃中間処理場計画に関して議員のお立場で取り組んでいることや、こ

れから取り組んでいく予定があればお聞かせください。

　　（ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



【D．洞島地区】

洞島地区における日栄建設の産廃中間処理施設拡大計画についてお伺いいたします。

D－１　日栄建設の産廃中間処理施設拡大計画について断固反対である。

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

D－２　日栄建設の産廃中間処理施設拡大計画では道路幅員が約 3ｍ台の市道 287号線を

通過し、現状でも平時の住民の安全や災害時の安全性に重大な影響を及ぼしている状況下

での拡大計画であることから、市は道路事情の上からも反対すべきと考えますか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

D－３　洞島地区の産廃中間処理施設拡大計画に関して議員のお立場で取り組んでいるこ

とや、これから取り組んでいく予定があればお聞かせください。

　　（ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【E．全体的観点から】

Ｅ－１　那須塩原市としてはこれまでに産廃施設に関しては相応の負担や社会の役割は果

たしていると考えられます。これ以上の産廃施設計画は市のまちづくりに大きな影響を及

ぼし、容認できないと考えますか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－２　県知事は土地の売却等に関して土地を産廃業者に渡すほうが悪いと公言しており

ます。しかしながら、土地に関しては相続や資金不足など、処分せざるを得ない状況も起こ

りえることから、土地の売却に関して、産廃業者に渡ることを避けるために市が取り組む役

割があるとお考えですか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由または具体的な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



Ｅ－３　県は「栃木県廃棄物の処理に関する指導要綱」を一貫して業者に守らせてきたとし

て、今後も地域の合意形成並びに自治会と環境保全協定が締結されない限りは許可しない

としていますが、市は県に対してその方針を具体的に約束させ、仮に業者が裁判に訴えるこ

とがあっても辞さない覚悟を表明していただくよう働きかけるべきとお考えでしょうか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－４　新たな産廃施設計画が出されるたびに住民は住民説明会に出席し、反対の表明を

しない限り、次々に許可されてしまう危険性に脅かされています。

安全で安心できる快適な生活がその時点で脅かされている状況に対して、市は住民を守る

ためにもっと積極的に対策を講じる必要があるとお考えでしょうか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由または具体的な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－５　上記の対策として水道水源保護条例の制定を市として取り組むべきとお考えでし

ょうか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由または具体的な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－６　上記の対策に関して議員のお立場で取り組んでいることや、これから取り組んで

いく予定があればお聞かせください。

　　（ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｅ－７　産廃問題に関して、市民と共に行動するというお気持ちはありますか？

　　　　１．はい　　　２．いいえ　　３．どちらともいえない

　　（理由または具体的な内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご協力、ありがとうございました


